
 第５５号議案 

 

 

亀岡市水道事業給水条例等の一部を

改正する条例の制定について 

 

 亀岡市水道事業給水条例（平成２９年亀岡市条例第３２号）等の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

   平成３１年２月２５日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市水道事業給水条例等の一部を改正する条例 

 

 （亀岡市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 亀岡市水道事業給水条例（平成２９年亀岡市条例第３２

号）の一部を次のように改正する。 

 第２７条第１項中「１００分の１０８を乗じて得た」を「消費

税等相当額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消

費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される

額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同

じ。）を加算した」に改める。 

 第３１条、第３２条第１項並びに第３６条第１項及び第２項中

「１００分の１０８を乗じて得た」を「消費税等相当額を加算し

た」に改める。 

 第４９条第３号中「短期大学」の次に「（同法に基づく専門職

大学の前期課程を含む。）」を、「卒業した」の次に「（同法に

基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。）」を加え、

同条第６号中「よる」を「基づく」に改め、同条第８号中「又は 
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水道環境」を削る。 

 第５０条第２号中「卒業した」の次に「（学校教育法に基づく

専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。）」を、「第３号

に規定する学校を卒業した者」の次に「（同法に基づく専門職大

学の前期課程を修了した者を含む。）」を加え、同条第４号中

「卒業した」の次に「（当該学科目を修めて学校教育法に基づく

専門職大学の前期課程（以下この号において「専門職大学前期課

程」という。）を修了した場合を含む。）」を、「第３号に規定

する学校の卒業者」の次に「（専門職大学前期課程の修了者を含

む。次号において同じ。）」を加える。 

 附則第９項中「１００分の１０８を乗じて得た」を「消費税等

相当額を加算した」に改める。 

 （亀岡市下水道条例の一部改正） 

第２条 亀岡市下水道条例（昭和５７年亀岡市条例第２４号）の一

部を次のように改正する。 

 第３２条第１項中「１００分の１０８を乗じて得た」を「消費

税等相当額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消

費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される

額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。第３５条

第１項において同じ。）を加算した」に改める。 

 第３５条第１項中「１００分の１０８を乗じて得た」を「消費

税等相当額を加算した」に改める。 

 （亀岡市飲料水供給施設給水条例の一部改正） 

第３条 亀岡市飲料水供給施設給水条例（昭和４３年亀岡市条例第

１３号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「１００分の１０８を乗じて得た」を「消費税

等相当額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費

税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される額

に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。次項におい

て 同 じ 。） を 加算 し た 」 に 改 め、 同 条 第 ２ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の 
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１０８を乗じて得た」を「消費税等相当額を加算した」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、平成３１年１０月１日から施行する。 

⑴ 第１条中亀岡市水道事業給水条例第２７条第１項、第３１条、

第３２条第１項並びに第３６条第１項及び第２項並びに附則第

９項の改正規定 

⑵ 第２条中亀岡市下水道条例第３２条第１項及び第３５条第１

項の改正規定 

⑶ 第３条中亀岡市飲料水供給施設給水条例第４条第１項及び第

２項の改正規定 

 （亀岡市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５

号）第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に

係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択

したものは、第１条の規定による改正後の亀岡市水道事業給水条

例第４９条第８号の適用については、同法第４条第１項の規定に

よる第２次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者で 

あって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものと

みなす。 

３ 第１条の規定による改正後の亀岡市水道事業給水条例第２７条

第１項、第３１条及び附則第９項の規定は、平成３１年１２月１

日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る料金に

ついては、なお従前の例による。 

４ 第１条の規定による改正後の亀岡市水道事業給水条例第３２条

第１項の規定は、平成３１年１０月１日以後に使用し、又は給水

を行った料金から適用し、同日前に使用し、又は給水を行った料

金については、なお従前の例による。 

 （亀岡市下水道条例の一部改正に伴う経過措置） 
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５ 第２条の規定による改正後の亀岡市下水道条例第３２条第１項

及び第３５条第１項の規定は、平成３１年１２月１日以後の検針

に係る使用料から適用し、同日前の検針に係る使用料については、

なお従前の例による。 

 （亀岡市飲料水供給施設給水条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ 第３条の規定による改正後の亀岡市飲料水供給施設給水条例第

４条第１項及び第２項の規定は、平成３１年１２月１日以後の検

針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る料金については、

なお従前の例による。 
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亀岡市水道事業給水条例等の一部を

改正する条例案要綱 

 

 

１ 水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格のうち、布設

工事監督者にあっては学校教育法に基づく短期大学又は高等専門

学校の土木科を修めて卒業した者、水道技術管理者にあっては同

法に基づく学校の工学等に関する学科目を修めて卒業した者とし

て、当該科目等に係る専門職大学の前期課程を修了した者を加え

ること。 

 

２ 水道料金、加入金、飲料水供給施設料金及び下水道使用料につ

いて、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、

所要の規定整備を図ること。 

 

３ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めること。 

 

４ この条例は、平成３１年４月１日から施行すること。ただし、

２の改正については、平成３１年１０月１日から施行すること。 
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